会計細則例

第１章　～　第６章　省略

第７章　固定資産会計事務

（固定資産の範囲）
第60条　固定資産とは、次に掲げるものをいう。ただし、時の経過によりその価値を減少する資産については、耐用年数が１年以上で、かつ、取得価額が10万円以上（所有土地改良施設及び受託土地改良施設使用収益権は除く。）のものをいう。
　（１）基本財産	Comment by 　: 施設更新積立を基本財産とする定款変更を行った場合は追加必須
　　　　山林、宅地及びその従物、備荒積立金、土地改良施設更新積立金、事業積立金、基本財産有価証券等
　（２）特定資産	Comment by 　: 施設更新積立を基本財産とする定款変更を行った場合は、特定資産から土地改良施設更新積立金を除く
　　　　所有土地改良施設、土地改良施設用地等、水利権、受託土地改良施設使用収益権、財政調整積立資産、職員退職給付引当積立資産、役員退任慰労金積立資産、転用決済金積立資産、減債積立資産、建物等更新積立資産、土地改良建設仮勘定、附帯事業施設等
　（３）その他固定資産
　　　　土地、建物、建設仮勘定、機械及び装置、車両運搬具、器具備品、リース資産、ソフトウェア、適正化事業拠出金、長期未収賦課金等、出資金、差入保証金等


〔備考〕
会計基準別表第１に準拠し、土地改良区の実態に即して規定すること。

（評価額等）
第61条  固定資産の評価額は、次の各号による。
（１）造成によるものは、取得価額
（２）譲与によるものは、取得価額
（３）購入に係るものは、購入価額に附帯費用を加算した金額
（４）交換によるものは、交換に際し提供した物件の帳簿価額
（５）贈与によるものは、評価額
（６）積立金及び有価証券に係るものは、積立額又は取得価額
２　土地改良施設及び受託土地改良施設使用収益権は、定額法によって減価償却を行うこととする。
３　固定資産のうち減価償却が必要な資産は、定額法によって減価償却を行うこととする。

（固定資産の管理）
第62条  会計主任は、固定資産台帳により、固定資産の保全状況及び異動について所要の記録を行うとともに、その異動に関し必要事項を、その都度、会計担当理事に報告しなければならない。
２　固定資産が毀損又は滅失した場合は、直ちに会計担当理事に報告し、その指示を受けなければならない。

（現状調査）
第63条　会計主任は、毎会計年度１回、固定資産の現状につき調査を行い、固定資産台帳と照合し、その過不足、要修理の如何につき報告書を作成してこれを会計担当理事に提出しなければならない。

　（固定資産の減損）
第64条 固定資産の時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならない。
　　ただし、対価を伴う事業に供している固定資産については、帳簿価額を超えない限り、使用価値により評価することができる。

（固定資産の改良と修繕）
第65条　固定資産の性能を向上し、又は耐用年数を延長するために要した金額は、これをその資産の価額に加算するものとする。
２　固定資産の現状を維持し、原能力の回復に要した金額は、修繕費とする。

第８章　以降省略
